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告
　
示

◯
字
の
区
域
の
変
更
（
一
〇
八
〇
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
一
〇
八
一
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
２

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
一
〇
八
二
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
（
一
〇
八
三
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更
（
一
〇
八
四
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
事
業
の
休
止
（
一
〇
八
五
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
４
　

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
一
〇
八
六
・
秋
田
中
央
保
健
所
）
…
…
５

◯
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
策
定
の
た
め
の
公
聴
会
の
開
催
（
一
〇
八
七
・
自
然
保
護
課
）
…
５

◯
肥
料
の
登
録
の
失
効
（
一
〇
八
八
・
水
田
総
合
利
用
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
一
〇
八
九
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
一
〇
九
〇
、
一
〇
九
一
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
一
〇
九
二
・
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
６

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
一
〇
九
三
・
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
７

公
　
告

◯
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
秋
田
県
認
証
局
及
び
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証

明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
の
変
更
（
情
報
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
７

教
育
委
員
会
告
示

◯
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
一
九
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

秋
田
県
告
示
第
千
八
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北

秋
田
市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
同
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
変
更
の
処
分
は
、
当
該
変
更
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

変

更

前

の

字

の

区

域

北
秋
田
市
綴
子
字
家
下
タ

一
、
二
、
五
、
六
、
一
三
、
一
四
、
一
〇
七
、
一
〇
九
、

一
一
一
か
ら
一
一
六
ま
で
、
一
一
九
か
ら
一
二
二
ま
で
、
一

二
四
、
一
二
八
、
一
三
〇
か
ら
一
三
二
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

北
秋
田
市
綴
子
字
前
田

一
二
七
の
一
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で

あ
る
公
有
地
の
全
部

北
秋
田
市
綴
子
字
山
神
堂
下

一
の
一
の
一
部
、
一
二
二
の
一
部
、
一
二
三
、
一
二
四
の

一
部
、
一
二
五
の
一
の
一
部
、
一
四
六
の
二
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

北
秋
田
市
綴
子
字
市
六

一
八
の
一
、
一
九
、
二
二
、
四
三
の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

北
秋
田
市
綴
子
字
小
田
道
下

六
五
の
一
部
、
六
七
、
六
八
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

変
更
後
の
字
の
区
域

北
秋
田
市
綴
子
字
前
田

北
秋
田
市
綴
子
字
家
下
タ

北
秋
田
市
綴
子
字
市
六

北
秋
田
市
綴
子
字
小
田
谷

地
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秋
田
県
告
示
第
千
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
千
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

北
秋
田
市
綴
子
字
小
田

一
二
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
全
部

北
秋
田
市
綴
子
字
小
田

二
の
一
、
二
の
三
、
三
、
五
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
公
有
地
の
全
部

北
秋
田
市
綴
子
字
小
田
谷
地

一
三
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で

北
秋
田
市
綴
子
字
小
田
道

下

あ
る
公
有
地
の
一
部
並
び
に
七
、
八
の
一
、
八
の
二
に
隣
接

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
公
有
地
の
一
部

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

公
立
横
手
病
院

町
立
大
森
病
院

大
森
町
立
坂
部
診
療
所

増
田
町
狙
半
内
診
療
所

増
田
町
特
定
診
療
所

仁
賀
保
町
国
民
健
康
保
険
小
出
診
療
所

仁
賀
保
町
国
民
健
康
保
険
院
内
診
療
所

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

横
手
市
長

大
森
町
長

大
森
町
長

増
田
町
長

増
田
町
長

仁
賀
保
町
長

仁
賀
保
町
長

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

横
手
市
根
岸
町
五
番
三
十
一
号

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
五

横
手
市
大
森
町
坂
部
字
開
百
十
二
番
地
の
三

横
手
市
増
田
町
狙
半
内
字
中
村
百
四
十
六
番
地
の
二

横
手
市
増
田
町
増
田
字
中
町
九
十
五
番
地

に
か
ほ
市
中
三
地
字
前
田
十
四
の
一

に
か
ほ
市
院
内
字
〆
カ
ケ
八
の
一

廃
　
止
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

診
　
療
　
科
　
名

指

定

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称



平成17年12月27日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1739号

３

名
　
　
　
　
　
称

市
立
横
手
病
院

市
立
大
森
病
院

横
手
市
大
森
町
坂
部
診
療
所

横
手
市
増
田
町
狙
半
内
診
療
所

横
手
市
増
田
町
特
定
診
療
所

に
か
ほ
市
国
民
健
康
保
険
小
出

診
療
所

に
か
ほ
市
国
民
健
康
保
険
院
内

診
療
所

か
と
う
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ

クく
ど
う
整
形
外
科

長
沼
医
院

ラ
イ
ナ
ス
薬
局

有
限
会
社
　
み
ど
り
薬
局

荘
司
歯
科
医
院

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

横
手
市
根
岸
町
五
番
三
十
一

横
手
市
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
五

横
手
市
大
森
町
坂
部
字
開
百
十
二
番
地
の
三

横
手
市
増
田
町
狙
半
内
字
中
村
百
四
十
六
番
地
の
二

横
手
市
増
田
町
増
田
字
中
町
九
十
五
番
地

に
か
ほ
市
中
三
地
字
前
田
十
四
の
一

に
か
ほ
市
院
内
字
〆
カ
ケ
七
の
一

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
浮
世
坂
七
十
四
―
一

大
仙
市
大
曲
船
場
町
一
丁
目
六
番
三
号

男
鹿
市
船
越
字
本
町
十
三
番
五

山
本
郡
八
森
町
字
古
屋
敷
十
三
番
地
六

大
仙
市
大
曲
船
場
町
一
丁
目
六
番
四
号

雄
勝
郡
羽
後
町
貝
沢
字
雀
田
十
三
―
二

診
　
療
　
科
　
名

内
科
、
精
神
科
、
呼
吸
器
科
、
消
化

器
科
、
循
環
器
科
、
小
児
科
、
外
科
、

整
形
外
科
、
泌
尿
器
科
、
産
婦
人
科
、

眼
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
、

放
射
線
科
、
ア
レ
ル
ギ
ー
科
、
他

内
科
、
神
経
内
科
、
小
児
科
、
外
科
、

整
形
外
科
、
皮
膚
科
、
泌
尿
器
科
、

眼
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

内
科

内
科

耳
鼻
咽
喉
科

内
科
、
小
児
科

内
科
、
小
児
科

内
科
、
呼
吸
器
科
、
胃
腸
科
、
循
環

器
科
、
小
児
科
、
ア
レ
ル
ギ
ー
科

整
形
外
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

科内
科
、
胃
腸
科

調
剤
薬
局

調
剤
薬
局

歯
科

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

横
手
市
長
職
務
執
行
者

横
手
市
長
職
務
執
行
者

横
手
市
長
職
務
執
行
者

横
手
市
長
職
務
執
行
者

横
手
市
長
職
務
執
行
者

に
か
ほ
市
長
職
務
執
行
者

に
か
ほ
市
長
職
務
執
行
者

加
　
藤
　
純
　
司

工
　
藤
　
宏
　
次

長
　
沼
　
敏
　
雄

有
限
会
社
ラ
イ
ナ
ス
・
ブ

ラ
ン
ケ
ッ
ト
　
代
表
取
締

役有
限
会
社
み
ど
り
薬
局

代
表
取
締
役

荘
　
司
　
　
　
薫
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秋
田
県
告
示
第
千
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の

秋
田
県
告
示
第
千
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

秋
田
県
告
示
第
千
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
を
次
の
と
お
り
指
定

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

４

有
限
会
社
　
み
ど
り
薬
局

荘
司
歯
科
医
院

大
仙
市
大
曲
船
場
町
一
丁
目
六
番
四
号

雄
勝
郡
羽
後
町
貝
沢
字
雀
田
十
三
―
二

調
剤
薬
局

歯
科

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

役有
限
会
社
み
ど
り
薬
局

代
表
取
締
役

荘
　
司
　
　
　
薫

氏
　
　
　
名

野
　
呂
　
　
　
亙

施

術

所

の

名

称

わ
た
る
治
療
院

施

術

所

の

所

在

地

能
代
市
緑
町
三
―
二
十
五

業
務
の
種
類

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
十
一
月
十
四
日

名
　
　
　
　
　
　
称

か
い
せ
い
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

社
会
福
祉
法
人
　
男
鹿
偕
生
会
　
理
事

長

所
　
　
在
　
　
地

男
鹿
市
船
越
字
前
野
四
十

三
番
地
の
一

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

変
　
　
更
　
　
前

男
鹿
市
船
越
字
前
野
四
十
三

番
地
の
一

変
　
　
更
　
　
後

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
大
石
館

九
十
番
地
の
一

変
　
　
　
更
　
　
　
事
　
　
　
項
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秋
田
県
告
示
第
千
八
十
九
号

秋
田
県
告
示
第
千
八
十
六
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
千
八
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
日
時
　
平
成
十
八
年
一
月
二
十
日
（
金
）
午
後
一
時
三
十
分

二
　
場
所
　
能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号
　
秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局
庁
舎
　
大
会
議
室

三
　
案
件
　
秋
田
県
ニ
ホ
ン
ザ
ル
保
護
管
理
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

四
　
公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
電
話
番
号
〇
一
八

―
八
六
〇
―
一
六
一
三
）

秋
田
県
告
示
第
千
八
十
八
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の

登
録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

５

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

医
療
法
人
　
富
永
皮
膚
科
医
院

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

医
療
法
人
　
富
永
皮
膚
科
医
院

理
事
長

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
仙
市
大
曲
黒
瀬
町
六
番
三
十
三
―
五
号

休
　
止
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
九
日

名
　
　
　
称

た
む
ら
ク
リ
ニ
ッ

ク

所
　
　
　
在
　
　
　
地

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
上
野
百
十
番
四

辞

退

年

月

日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一

日

登

録

番

号

秋
田
県

第
二
百
五
号

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

窒
素
全
量
三
・
〇

リ
ン
酸
全
量
三
・
〇

カ
リ
全
量
一
・
〇

氏

名

又

は

名

称

有
限
会
社

サ
ン
ワ
イ
ズ

肥

料

の

種

類

及

び

名

称

混
合
有
機
質
肥
料

「
米
の
精
」
肥
料
二
号

住
　
　
　
　
　
所

秋
田
市
保
戸
野
鉄
砲
町
四
番
地
二
十

五
号

失

効

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
九
日

生
　
　
　
　
産
　
　
　
　
業
　
　
　
　
者
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
千
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
千
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
千
九
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
十
月
七
日
付
け
指
令
北
建
―
一
八
一
八
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

新
潟
県
新
潟
市
清
水
四
千
五
百
一
番
地
一

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

６

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

楢
渕
横
渡
線

楢
渕
横
渡
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

四
・
五
〇
〜
五
四
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
六
〇
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
七
一

〇
・
二
七
一

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
東
由
利
宿
字
樋
掛
四
四
番
三
か
ら
蔵
字
漆
原
二
六
番
三
ま
で

〃

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

楢
渕
横
渡
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
東
由
利
蔵
字
漆
原
四
三
番
二
か
ら
二

六
番
一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

鷹
巣
川
井
堂
川
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
鷹
巣
字
本
屋
敷
六
九
番
一
地
先
か
ら
一

六
番
三
地
先
ま
で
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株
式
会
社
コ
メ
リ
　
代
表
取
締
役
　
捧
　
　
　
雄
一
郎

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
秋
田
市
米
内
沢
字
柳
原
十
四
番
十
及
び
十
五
番
一

秋
田
県
告
示
第
千
九
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
七
月
四
日
付
け
指
令
仙
建
―
一
九
―
三
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
八
橋
鯲
沼
町
九
番
五
十
二
号

秋
田
ダ
イ
ハ
ツ
販
売
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
川
喜
田
　
明
　
仁

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
仙
市
花
館
字
鶴
田
四
十
四
番
、
四
十
五
番
、
四
十
六
番
及
び
四
十
七
番

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
秋
田
県
認
証
局
及
び
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の

自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
秋
田
県
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

秋
田
県
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
に
関
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ

り
算
出
し
た
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

二
　
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
に
関
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に

よ
り
算
出
し
た
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

三
　
そ
の
他

一
及
び
二
に
掲
げ
る
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
表
示
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
の
種
類
又
は
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
大
文
字
又
は
小
文
字
の
相
違
、
空
白
又
は
「
…
」
の
有
無

等
表
示
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
館

市
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
北
阿
気
地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備

事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
横
手
市
役
所

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
九
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
渡
　
部
　
　
　
聡
　

一
　
日
時
　
平
成
十
八
年
一
月
六
日
　
午
後
三
時
三
十
分

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

公
　
　
　
　
　
　
告

７

ハ
ッ
シ
ュ
関
数

Ｓ
Ｈ
Ａ
―
１

フ
　
ィ
　
ン
　
ガ
　
ー
　
プ
　
リ
　
ン
　
ト

１
３
３
９
　
７
６
５
８
　
４
Ａ
２
Ｆ
　
Ｄ
７
Ｆ
７
　
５
７
２
Ａ
　
Ｆ
９
２
Ｃ

７
Ｅ
０
１
　
Ｆ
Ｂ
Ｆ
７
　
９
４
Ａ
Ａ
　
９
８
９
Ｂ

ハ
ッ
シ
ュ
関
数

Ｓ
Ｈ
Ａ
―
１

フ
　
ィ
　
ン
　
ガ
　
ー
　
プ
　
リ
　
ン
　
ト

２
Ｄ
Ｆ
Ｆ
　
６
３
３
６
　
Ｅ
３
３
Ａ
　
４
８
２
９
　
Ａ
Ａ
０
０
　
９
Ｆ
０
１

Ａ
１
８
０
　
１
Ｅ
Ｅ
７
　
Ｅ
Ｂ
Ａ
５
　
８
２
Ｂ
Ｂ

教

育

委

員

会

告

示



三
　
案
件

（一）

職
員
の
人
事
に
つ
い
て
の
専
決
処
分
報
告

（二）

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（三）

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（四）

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（五）

秋
田
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
委
員
の
任
命

（六）

そ
の
他

平
成
十
七
年
十
二
月
十
三
日
（
第
千
七
百
三
十
五
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
千
四
十
三
号
（
土

砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
）

（
原
稿
誤
り
）

七
ペ
ー
ジ
上
段
表
中

は
、

の
誤
り
。

８

正
　
　
　
　
　
　
誤

区
　
域
　
名
　
　
　
　
　
　
　
区
　
　
　
　
　
域

焼
山
下
　
　
　
鹿
角
市
十
和
田
岡
田
字
焼
山
下
タ
、
蟹
沢
村
下
及
び
蟹
沢

区
　
域
　
名
　

中
岱

区
　
域
　
名

区
　
　
　
　
　
域

中
岱

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
中
岱

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話
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七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
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刷
　
者
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原
　
　
繁
　
　
雄
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